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議案第１１０号参考資料

川口市支所設置条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市支所設置条例（昭和２２年告示第４０号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

第２条 支所の位置、名称及び管轄区域は次のとおりとする。 第２条 支所の位置、名称及び管轄区域は次のとおりとする。

名称 位 置 管 轄 区 域 名称 位 置 管 轄 区 域

（略） （略）

東川口駅前 川口市戸塚２丁目 （略） 戸塚支所 川口市戸塚３丁目 （略）
行政センタ １番１号 １１番１号
ー

（略） （略）
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議案第１１１号参考資料

川口市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市行政財産の使用料に関する条例（昭和３９年条例第４８号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

（略） （略）

備考 備考

１～３ （略） １～３ （略）

４ 使用面積若しくは表示面積若しくは長さが０．０１平方メートル若しく ４ 使用面積又は表示面積が１平方メートル未満であるとき又はこれらの面

は０．０１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに０ 積に１平方メートル未満の端数があるときは、１平方メートルとし、電線

．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満の端数があるときは、 等の長さが１メートル未満であるとき又はこれらの長さに１メートル未満

その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計 の端数があるときは、１メートルとする。

算するものとする。
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議案第１１３号参考資料

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第５８号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（母子生活支援施設の長の資格等） （母子生活支援施設の長の資格等）

第２６条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福 第２６条 母子生活支援施設の長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「児童 祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「児童

福祉施設設備運営基準」という。）第２７条の２第１項に規定するこども家庭庁 福祉施設設備運営基準」という。）第２７条の２第１項に規定する内閣総理大臣

長官が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させる が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させる

ための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を ための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、母子生活支援施設を

適切に運営する能力を有するものでなければならない。 適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次 (4) 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次

に掲げる期間の合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設設備運営基準第２ に掲げる期間の合計が３年以上であるもの又は児童福祉施設設備運営基準第２

７条の２第１項第４号に規定するこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を ７条の２第１項第４号に規定する内閣総理大臣 が指定する講習会の課程を

修了したもの 修了したもの

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

２ 母子生活支援施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための児童福祉 ２ 母子生活支援施設の長は、２年に１回以上、その資質の向上のための児童福祉

施設設備運営基準第２７条の２第２項に規定するこども家庭庁長官が指定する者 施設設備運営基準第２７条の２第２項に規定する内閣総理大臣 が指定する者

が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、 が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、

この限りでない。 この限りでない。

（関係機関との連携） （関係機関との連携）

第３２条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の 第３２条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の

通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要 通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要

に応じ児童家庭支援センター、女性相談支援センター等関係機関と密接に連携し に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所 等関係機関と密接に連携し

て、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。 て、母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。
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（保育の内容） （保育の内容）

第３７条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性と 第３７条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性と

し、その内容については、児童福祉施設設備運営基準第３５条に規定する内閣総 し、その内容については、児童福祉施設設備運営基準第３５条に規定する主務大

理大臣が定める指針に従う。 臣 が定める指針に従う。
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議案第１１４号参考資料

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（税額の減額） （税額の減額）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項第

１号に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合に

おける当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に

規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険者均等割額。以下

この項において同じ。）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、当該出産被保険者につき算定した

所得割額及び被保険者均等割額のうち当該出産被保険者の出産の予定日（地方税

法施行規則第２４条の３０の５に規定する場合には、出産の日）の属する月（以

下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産予

定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）に係るものとして減

額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険

者につき第３条の規定により算定した所得割額に１２分の１を乗じて得た額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出

産被保険者につき第４条の規定により算定した被保険者均等割額に１２分の１

を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第５条の規定により算定した所得割額に１２分の１を
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乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した被保険者均等割

額に１２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産

被保険者につき第７条の規定により算定した所得割額に１２分の１を乗じて得

た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額

当該出産被保険者につき第８条の規定により算定した被保険者均等割額に１２

分の１を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例）

第２３条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健 第２３条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等（法第７０ 康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等（法第７０

３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。第２６条第１項にお ３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。第２５条 にお

いて同じ。）である場合における第３条及び前条第１項の規定の適用については、 いて同じ。）である場合における第３条及び前条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２ 第３条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２

３条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合 ３条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合

においては、当該給与所得については、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第 においては、当該給与所得については、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第

２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によ ２８条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によ

るものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第３ るものとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」とあるのは「総 １４条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」とあるのは「総

所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれ 所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれ

ている場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規 ている場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規

定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。以 定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。以

下この項において同じ。）及び」とする。 下この項において同じ。）及び」とする。
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（出産被保険者に係る届出）

第２５条 国民健康保険税の納税義務者は、当該納税義務者の世帯に出産被保険者

が属する場合には、規則で定めるところにより、当該出産被保険者の氏名その他

の規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、規則で定める場合には、同項の規定による

届出を省略させることができる。

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告）

第２６条 （略） 第２５条 （略）

２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、 雇 ２ 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇

用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２第１項第１号に規 用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１７条の２第１項第１号に規

定する雇用保険受給資格者証又は同令第１９条第３項に規定する雇用保険受給資 定するものをいう。）その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する

格通知の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。 書類 の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

第２７条・第２８条 （略） 第２６条・第２７条 （略）

（その他） （その他）

第２９条・第３０条 （略） 第２８条・第２９条 （略）

附 則 附 則

１～１４ （略） １～１４ （略）

（平成２２年度以後の国民健康保険税の減免の特例） （平成２２年度以後の国民健康保険税の減免の特例）

１５ 当分の間、第２７条第１項第３号に該当する者に対する国民健康保険税の減 １５ 当分の間、第２６条第１項第３号に該当する者に対する国民健康保険税の減

免についての同項の規定の適用については、同項中「できる。ただし、第３号に 免についての同項の規定の適用については、同項中「できる。ただし、第３号に

該当する者に係る減免については、同号に規定する資格取得日の属する月以後２ 該当する者に係る減免については、同号に規定する資格取得日の属する月以後２

年を経過する月までの間に限る。」とあるのは、「できる。」とする。 年を経過する月までの間に限る。」とあるのは、「できる。」とする。

１６～２０ （略） １６～２０ （略）
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議案第１１５号参考資料

川口市立文化財センター設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市立文化財センター設置及び管理条例（平成１８年条例第３０号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置 名称 位置

川口市立文化財センター 川口市鳩ヶ谷本町２丁目１番２２号 川口市立文化財センター 川口市本町１丁目１７番１号

（略） （略）

（分館） （分館）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。 ２ 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置 名称 位置

（略） 郷土資料館 川口市鳩ヶ谷本町２丁目１番２２号

（略）

（入場料） （入場料）

第９条 川口市立文化財センターの展示室又は旧田中家住宅 に入場し 第９条 川口市立文化財センターの展示室、旧田中家住宅又は郷土資料館に入場し

ようとする者は、別表第１に定める入場料を納付しなければならない。 ようとする者は、別表第１に定める入場料を納付しなければならない。

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係）

施 設 区 分 利 用 区 分 入 場 料 施 設 区 分 利 用 区 分 入 場 料

（略） （略）

郷土資料館 一般 １００円
個人
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中学生及び小学生 ５０円

一般 １人につき ８０円
団体

中学生及び小学生 １人につき ４０円

備考 （略） 備考 （略）
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議案第１１６号参考資料

川口市都市公園条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市都市公園条例（昭和５３年条例第４５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次 目次

第１章・第２章 （略） 第１章・第２章 （略）

第３章 都市公園の管理（第２０条―第３９条） 第３章 都市公園の管理（第２０条―第３８条）

第４章 雑則（第４０条） 第４章 雑則（第３９条）

附則 附則

（行為の制限） （行為の制限）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 市長は、第１項各号に掲げる行為が、公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと ４ 市長は、第１項各号に掲げる行為が、公衆の公園の使用に支障を及ぼさないと

認められる場合に限り、同項又は 前項の許可をすることができる。 認められる場合に限り、第１項又は前項の許可をすることができる。

５ （略） ５ （略）

（延滞金）

第３４条 使用料を納期限までに納付しない者がある場合において、地方自治法（

昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３第１項の規定による督促をしたときは、

延滞金を徴収する。

２ 前項の規定による延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ滞納

額に年１４．５パーセントの割合を乗じて得た額（１０円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）とする。

３ 前項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．３パーセントの割合に満た
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ない場合には、前項に規定する延滞金の割合は、その年中においては、その年に

おける延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年１４．５パーセントの割合を超える場合には、年１４．５パーセ

ントの割合）とする。

４ 市長は、使用料を納付する義務を負う者が納期限までに使用料を納付しなかっ

たことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前２項の延滞金額を

減額し、又は免除することができる。

第３５条～第３７条 （略） 第３４条～第３６条 （略）

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理）

第３８条 都市公園のうち市長が法人その他の団体に管理を行わせることとしたも 第３７条 都市公園のうち市長が法人その他の団体に管理を行わせることとしたも

のについては、指定管理者（地方自治法 第２４４条 のについては、指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項の規定に基づき指定されたものをいう。次条において同じ。）に管理 の２第３項の規定に基づき指定されたものをいう。次条において同じ。）に管理

を行わせるものとする。 を行わせるものとする。

第３９条 （略） 第３８条 （略）

第４章 （略） 第４章 （略）

第４０条 （略） 第３９条 （略）

別表第４（第３０条関係） 別表第４（第３０条関係）

１ 占用の許可を受けた者の使用料 １ 占用の許可を受けた者の使用料

（略） （略）

備考 （略） 備考 （略）

２ （略） ２ （略）
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議案第１１７号参考資料

川口市道路河川占用料条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市道路河川占用料条例（昭和３３年条例第１１号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（占用料の徴収方法） （占用料の徴収方法）

第５条 占用料は、占用の期間に係る分を 、占用の許可をした 第５条 占用料は、占用の期間に係る分を、納入通知書により、占用の許可をした

日から１月以内の日で市長が指定する日（以下「納期限」という。）までに一括 日から１月以内の日で当該納入通知書に定める日 までに一括

して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が１年以上で、かつ、当該占 して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が 当該占

用の許可をした年度（４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいう。以下同 用の許可をした年度（４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいう。以下同

じ。）の翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用に係る分の じ。）の翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の占用に係る分の

占用料は、毎年度、当該年度分を当該年度に属する６月３０日までに徴収するも 占用料は、毎年度、当該年度分を当該年度に属する６月３０日までに徴収するも

のとする。 のとする。

２ （略） ２ （略）

（追徴）

第７条 許可を受けないで道路、準用河川又は法定外公共物を使用した者に対し、

その使用を追認した場合は、使用開始をした時期に遡り追徴する。この場合にお

いて、使用開始の時期が明らかでないものについては市長が認定する。

（延滞金） （延滞金）

第７条 占用料を納期限までに納付しない者がある場合において、法第７３条第１ 第８条 法第７３条第１項

項、河川法第１００条第１項において準用する同法第７４条第１項又は地方自治 、河川法第１００条第１項において準用する同法第７４条第１項又は地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３第１項の規定による督促をしたと 法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の３第１項の規定により督促した と

きは、延滞金を徴収する。 きは、延滞金を徴収する。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたとき

は、この限りでない。

２ 前項の規定による延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ滞納 ２ 前項の規定による延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ滞納

額に年１４．５パーセントの割合を乗じて得た額（１０円未満の端数があるとき 額に年１４．５パーセントの割合を乗じて得た額（１０円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）（準用河川にあっては、河川法第１００条第１項にお は これを切り捨てる。）（準用河川にあっては、河川法第１００条第１項にお
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いて準用する同法第７４条第５項の規定により計算した額）とする 。 いて準用する同法第７４条第５項の規定により計算した額）を徴収する。

３ 前項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合に年１パーセント

の割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年７．３パーセントの割合に満た

ない場合には、前項に規定する延滞金の年１４．５パーセントの割合は、その年

中においては、その年における延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合

を加算した割合（当該加算した割合が年１４．５パーセントの割合を超える場合

には、年１４．５パーセントの割合）とする。

４ 市長は、占用料を納付する義務を負う者が納期限までに占用料を納付しなかっ

たことについてやむを得ない理由があると認める場合には、前２項の延滞金額を

減額し、又は免除することができる。

第８条 （略） 第９条 （略）

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

（略） （略）

備考 備考

１～８ （略） １～８ （略）

９ 表示面積、占用面積若しくは占用物件（工作物及び物件をいう ９ 表示面積、占用面積若しくは占用物件（工作物及び物件をいう。以下同

。）の面積若しくは長さが０．０１平方メートル若しくは０．０１メー じ。）の面積若しくは長さが１平方メートル若しくは１メートル

トル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに０．０１平方メー 未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに１平方メートル若

トル若しくは０．０１メートル未満の端数があるときは、その全面積若し しくは１メートル 未満の端数があるときは、１平方メートル

くは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとす 又は１メートルとして 計算するものとす

る。 る。
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議案第１１８号参考資料

川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例（平成２８年条例第４６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 所有者等 所有者 (5) 所有者等 所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９

、マンションの管理の適正 号）第２条第２項に規定する区分所有者を含む。）、マンションの管理の適正

化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第２条第３号に規定する 化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第２条第３号に規定する

管理組合 又はそれらのもの から建築 管理組合（以下「管理組合」という。）又は所有者若しくは管理組合から建築

物の管理について委任を受けた者（以下「管理者」という。）をいう。 物の管理について委任を受けた者（以下「管理者」という。）をいう。

(6) 隣接住民等 次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。 (6) 隣接住民等 次のアからウまでのいずれかに該当する者をいう。

ア ワンルームマンション等に係る敷地が隣接している土地の所有者及び占有 ア ワンルームマンション等に係る敷地が隣接している土地の土地所有者及び

者 並びに当該土地上の建物の所有者及び占有者 土地占有者並びに当該土地上の建物所有者及び建物占有者

イ ワンルームマンション等に係る敷地が道路と接する部分から１５メートル イ ワンルームマンション等に係る敷地が道路と接する部分から１５メートル

の範囲内であり、かつ、当該道路と接する土地の所有者及び占有者 の範囲内であり、かつ、当該道路と接する土地の土地所有者及び土地占有者

並びに当該土地上の建物の所有者及び占有者 並びに当該土地上の建物所有者及び建物占有者

ウ （略） ウ （略）

(7) ・(8) （略） (7) ・(8) （略）

（廃棄物の保管方法に関する措置） （廃棄物の保管方法に関する措置）

第５条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、当該ワンルームマ 第５条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、

ンション等における廃棄物の保管方法について、規則で定めるところにより、必 廃棄物の保管方法について、規則で定めるところにより、必

要な措置を講じなければならない。 要な措置を講じなければならない。

（駐輪施設の設置） （駐輪施設の設置）
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第６条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、当該ワンルームマ 第６条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、 ワンルームマ

ンション等の敷地内に、規則で定める基準に従い、ワンルーム住戸１戸につき１ ンション等の敷地内に、規則で定める基準に従い、ワンルーム住戸１戸につき１

台以上の自転車を駐輪することができる施設（以下「駐輪施設」という。）を設 台以上の自転車を駐輪することができる施設（以下「駐輪施設」という。）を設

けなければならない。 けなければならない。

（宅配ボックスの設置）

第６条の２ 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、当該ワンルー

ムマンション等の敷地内に、ワンルーム住戸の数に応じて必要な数の宅配ボック

ス（建築基準法施行令第２条第１項第４号ヘに規定する宅配ボックスをいう。以

下同じ。）を設けなければならない。ただし、宅配トラック等（ワンルームマン

ション等の入居者に配達される物品を運送するトラックその他の自動車をいう。

）の駐車又は停車による当該ワンルームマンション等の周辺の交通への支障を生

ずるおそれが少ないと市長が認める場合は、この限りでない。

（管理計画の作成等） （管理計画の作成等）

第９条 ワンルームマンション等の建築主等は、規則で定めるところにより、管理 第９条 建築主等 は、規則で定めるところにより、管理

期間における当該ワンルームマンション等の管理者等の配置及び業務内容その他 期間における ワンルームマンション等の管理者等の配置及び業務内容その他

の管理体制に関する計画並びに廃棄物の排出方法、駐輪施設の使用方法その他の の管理体制に関する計画並びに廃棄物の排出方法、駐輪施設の使用方法その他の

良好な近隣関係の形成及び維持のために必要な事項（以下これらを「管理計画」 良好な近隣関係の形成及び維持のために必要な事項（以下これらを「管理計画」

という。）を定めなければならない。 という。）を定めなければならない。

２ ワンルームマンション等の建築主等は、管理期間において当該ワンルームマン ２ 建築主等 は、管理期間における ワンルームマン

ション等の管理を自ら行わない場合にあっては、所有者等に管理計画を引き継が ション等の管理を自ら行わない場合にあっては、所有者等に管理計画を引き継が

なければならない。 なければならない。

（事前協議） （事前協議）

第１０条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築をしようとするときは、規 第１０条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築をしようとするときは、規

則で定めるところにより、第５条から第７条までの規定による措置及び設置並び 則で定めるところにより、第５条から第７条までの措置及び

に管理計画について、市長と協議しなければならない。 管理計画について、市長と協議しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による協議が終了したときは、規則で定めるところにより、 ２ 市長は、前項の 協議が終了したときは、規則で定めるところにより、

その 旨を書面により通知しなければならない。 協議が終了した旨を書面により通知しなければならない。

（標識の設置） （標識の設置）

第１１条 前条第１項の規定による協議を終了した建築主等は、建築主の氏名又は 第１１条 前条第１項の規定による協議を終了した建築主等は、建築主の氏名又は
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名称、ワンルーム住戸の数、第５条から第７条までの規定による措置及び設置そ 名称、ワンルーム住戸の数、第５条から第７条までの措置 そ

の他の規則で定める建築の計画（以下「建築計画」という。）に関する事項を記 の他の規則で定める建築の計画（以下「建築計画」という。）に関する事項を記

載した標識を、法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証（以下 載した標識を、法第７条第５項又は第７条の２第５項に規定する検査済証（以下

「検査済証」という。）の交付を受ける日まで設置しなければならない。 「検査済証」という。）の交付を受ける日まで設置しなければならない。

２ （略） ２ （略）

（計画の説明） （計画の説明）

第１２条 建築主等は、ワンルームマンション等の建築に当たり、当該ワンルーム 第１２条 建築主等は、

マンション等に係る隣接住民等に対し個別の訪問又は説明会の開催により、建築 隣接住民等に対し個別の訪問又は説明会の開催により、建築

計画及び管理計画に関する事項を説明しなければならない。 計画及び管理計画に関する事項を説明しなければならない。

２ （略） ２ （略）

（説明状況報告済証の交付等） （説明状況報告済証の交付等）

第１４条 市長は、前条第１項の報告書に記載すべき事項の記載が十分であると認 第１４条 市長は、前条第１項の報告書に記載すべき事項の記載が十分であると認

めるときは、同項の規定による報告を受けた日から起算して５日（市の休日を除 めるときは、同項の規定による報告を受けた日から起算して５日（市の休日を除

く。次項において同じ。）を経過する日から１０日（市の休日を除く。同項にお く。次項において同じ。）を経過する日から１０日（市の休日を除く。同項にお

いて同じ。）を経過する日までに、建築主等に対して同条第１項の規定による報 いて同じ。）を経過する日までに、建築主等に対して同条第１項の規定による報

告が済んだ旨を証する書類（以下「説明状況報告済証」という。）を交付しなけ 告が済んだ旨を証する書類 を交付しなけ

ればならない。 ればならない。

２ （略） ２ （略）

３ 市長は、第１項に規定する期間内に説明状況報告済証 を交付す ３ 市長は、第１項に規定する期間内に当該報告が済んだ旨を証する書類を交付す

ることができないときは、その旨を書面で建築主等に通知しなければならない。 ることができないときは、その旨を書面で建築主等に通知しなければならない。

（意見の提出等） （意見の提出等）

第１５条 隣接住民等は、第１１条第１項の規定による標識の設置がされた日以後、 第１５条 隣接住民等は、第１１条第１項の標識が設置された 日以後、

当該ワンルームマンション等の建築計画及び管理計画に対する意見を規則で定め 当該ワンルームマンション等の建築計画及び管理計画に対する意見を規則で定め

るところにより建築主等に書面で提出することができる。 るところにより建築主等に書面で提出することができる。

２ （略） ２ （略）

３ 建築主等は、説明状況報告済証 が交付された日から起 ３ 建築主等は、前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類が交付された日から起

算して１４日を経過する日までに提出された意見及びこれに対して行った回答（ 算して１４日を経過する日までに提出された意見及びこれに対して行った回答（

意見が提出されなかった場合にあっては、その旨）を、規則で定める報告書によ 意見が提出されなかった場合にあっては、その旨）を、規則で定める報告書によ

り市長に報告しなければならない。 り市長に報告しなければならない。
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（意見対応状況報告済証の交付等） （意見対応状況報告済証の交付等）

第１６条 （略） 第１６条 （略）

２ 建築主等は、前項の規定による書類の交付を、法第６条第１項又は第６条の２ ２ 建築主等は、前項の書類 を、法第６条第１項又は第６条の２

第１項の規定による確認の申請をする時までに受けなければならない。 第１項の規定による確認の申請をする前までに受けなければならない。

（設置完了の報告等） （設置完了の報告等）

第１７条 建築主等は、第５条の規定による措置、第６条の規定による駐輪施設の 第１７条 建築主等は、第５条の 措置、第６条の駐輪施設の設置

設置、第６条の２の規定による宅配ボックスの設置及び第７条の規定による管理 及び第７条の 管理

人室の設置をしたときは、これらの措置及び設置の状況について、規則で定める 人室の設置をしたときは、これらの措置及び設置の状況について、規則で定める

報告書により市長に報告しなければならない。 報告書により市長に報告しなければならない。

（検査完了の通知） （検査完了の通知）

第１８条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係 第１８条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかにその

る措置及び設置の状況を検査し、当該措置及び設置の状況が十分であると認める 措置及び設置の状況を検査し、その措置及び設置の状況が十分であると認める

ときは、当該報告を受けた日の翌日から起算して１４日（市の休日を除く。第３ ときは、当該報告を受けた日の翌日から起算して１４日（市の休日を除く。第３

項において同じ。）を経過する日までに、規則で定めるところにより、検査が完 項において同じ。）を経過する日までに、規則で定めるところにより、検査が完

了した旨を建築主等に通知しなければならない。 了した旨を建築主等に通知しなければならない。

２ 建築主等は、前項の規定による通知を、法第７条第１項の規定による検査の申 ２ 建築主等は、前項の 通知を、法第７条第１項の規定による検査の申

請をする時又は法第７条の２第４項の規定による検査を受ける時までに受けなけ 請をする前又は法第７条の２第４項の規定による検査を受ける前までに受けなけ

ればならない。 ればならない。

３ （略） ３ （略）

（変更） （変更）

第１９条 第１０条から前条までの規定は、建築期間にあるワンルームマンション 第１９条 第１０条から前条までの規定は、建築期間にあるワンルームマンション

等に係る次に掲げる事項の変更（隣接住民等の生活環境及び住環境を害するおそ 等の次 に掲げる事項に変更があった

れがないものとして規則で定める変更を除く。）をしようとする場合について準 場合について準

用する。この場合において、第１６条第２項中「法第６条第１項又は第６条の２ 用する。この場合において、第１６条第２項中「法第６条第１項又は第６条の２

第１項の規定による確認の申請」 とあるのは「法第６条第１項又 第１項の規定による確認の申請をする前までに」とあるのは「法第６条第１項又

は第６条の２第１項の規定による確認の申請（当該確認を受けたワンルームマン は第６条の２第１項の規定による確認の申請（当該確認を受けたワンルームマン

ション等の計画の変更をして建築をしようとする場合の確認の申請を含む。以下 ション等の計画の変更をして建築をしようとする場合の確認の申請を含む。以下

この項において同じ。）をする前の変更にあっては当該確認の申請をする時まで この項において同じ。）をする前の変更にあっては当該確認の申請をする前まで

に、法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請をした後の変 に、法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認の申請をした後の変

更にあっては第１９条第１項において準用する次条の規定による報告 更にあっては第１９条 において準用する次条の規定による報告をする前ま
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」と読み替えるものとする。 でに」と読み替えるものとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 第５条から第７条までの規定による措置及び設置に関する事項 (2) 第５条から第７条までの措置 に関する事項

(3) （略） (3) （略）

(4) 前３号に掲げるもののほか、建築計画のうち規則で定める事項 (4) 前各号に掲げるもののほか、建築計画のうち規則で定める事項

２ 建築主等は、前項の規則で定める変更をしたときは、当該変更をした日から起

算して７日（市の休日を除く。）以内に、規則で定める届出書により市長に届け

出なければならない。

（建築期間における連絡先表示板の設置）

第１９条の２ ワンルームマンション等の建築主等は、建築期間において、当該建

築物の名称及び管理期間に所有者等となる者が決定している場合には、第２３条

第１項に規定する連絡先表示板（次項において「連絡先表示板」という。）を設

置することができる。

２ 建築主等は、前項の規定により連絡先表示板を設置したときは、当該連絡先表

示板を設置した日から起算して７日（市の休日を除く。）以内に、規則で定める

報告書により市長に報告しなければならない。

（取りやめ） （取りやめ）

第２０条 ワンルームマンション等の建築主等は、当該ワンルームマンション等の 第２０条 建築主等 は、当該ワンルームマンション等の

建築を取りやめたときは、第１１条第１項の規定により設置した標識を撤去し、 建築を取りやめたときは、第１１条第１項の標識 を撤去し、

その旨を規則で定める届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。 その旨を規則で定める届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

第３章 （略） 第３章 （略）

（ワンルームマンション等の所有者等の責務） （ワンルームマンション等の所有者等の責務）

第２１条 ワンルームマンション等（第２６条第１項に規定するワンルームマンシ 第２１条 ワンルームマンション等（第２６条第１項に規定するワンルームマンシ

ョン等を除く。以下この章において同じ。）（管理期間にあるものに限る。以下 ョン等を除く。以下この章において同じ。）（管理期間にあるものに限る。以下

この章において同じ。）の所有者等は、第１８条第１項の規定による検査により この章において同じ。）の所有者等は、第１８条第１項の規定による検査により

十分であると認められた第５条から第７条までの規定による措置及び設置の状況 十分であると認められた 措置及び設置の状況

を維持しなければならない。 を維持しなければならない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（連絡先表示板の設置 ） （連絡先表示板の設置及び維持管理）
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第２３条 ワンルームマンション等の所有者等は、規則で定めるところにより、当 第２３条 ワンルームマンション等の所有者等は、規則で定めるところにより、当

該建築物の名称並びに所有者等の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載した表 該建築物の名称並びに所有者等の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載した表

示板（以下「連絡先表示板」という。）を設置しなければ な 示板（以下「連絡先表示板」という。）を設置し、適切に維持管理しなければな

らない。ただし、当該ワンルームマンション等に第１９条の２第１項の規定によ らない。

り連絡先表示板が設置されているときは、この限りでない。

２ ワンルームマンション等の所有者等は、前項の規定により連絡先表示板を設置 ２ ワンルームマンション等の所有者等は、前項の規定により連絡先表示板を設置

したときは、当該連絡先表示板を設置した日から起算して７日（市の休日を除く。 したときは、当該連絡先表示板を設置した日から起算して７日（市の休日を除く。

）以内に、規則で定める報告書により 市長に報告しなければならない。 ）以内に、規則で定める報告書により、市長に報告しなければならない。

３ ワンルームマンション等の所有者等は、連絡先表示板に関する事項に変更があ

ったときは、その旨を、当該変更があった日から起算して７日（市の休日を除く。

）以内に、規則で定める報告書により市長に報告しなければならない。

（連絡先表示板の維持管理）

第２３条の２ ワンルームマンション等の所有者等は、第１９条の２第１項又は前

条第１項の規定により設置された連絡先表示板を適切に維持管理しなければなら

ない。

２ ワンルームマンション等の所有者等は、連絡先表示板に記載された事項に変更

があったときは、その旨を、当該変更があった日から起算して７日（市の休日を

除く。）以内に、規則で定める報告書により市長に報告しなければならない。

（管理計画等の変更） （管理計画等の変更）

第２５条 第１０条、第１２条から第１７条まで、第１８条第１項及び第３項並び 第２５条 第１０条、第１２条から第１７条まで、第１８条第１項及び第３項並び

に第２０条の規定は、ワンルームマンション等の所有者等が当該ワンルームマン に第２０条の規定は、ワンルームマンション等の所有者等が当該ワンルームマン

ション等について第５条の規定による措置 、第６条の規定による駐輪施設の設 ション等について第５条の廃棄物の保管方法、第６条の駐輪施設

置、第６条の２の規定による宅配ボックスの設置若しくは第７条の規定による管 若しくは第７条の 管

理人室の設置の状況又は管理計画の内容の変更（隣接住民等の生活環境及び住環 理人室の設置の状況又は管理計画の内容を変更しよう

境を害するおそれがないものとして規則で定める変更を除く。）をしようとする とする

場合について準用する。この場合において、第１３条第２項中「第１１条第２項 場合について準用する。この場合において、第１３条第２項中「第１１条第２項

の規定による標識の設置の報告をした日」とあるのは「第２５条第１項において の規定による標識の設置の報告をした日」とあるのは「第２５条第１項において

準用する前条第１項の規定による説明を開始した日」と、第１５条第１項中「第 準用する前条第１項の説明 を開始した日」と、第１５条第１項中「第

１１条第１項の規定による標識の設置がされた日」とあるのは「第２５条第１項 １１条第１項の標識が設置された 日」とあるのは「第２５条第１項
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において準用する第１２条第１項の規定による説明を受けた日」と、同条第２項 において準用する第１２条第１項の説明 を受けた日」と、同条第２項

中「検査済証の交付を受けた日」とあるのは「説明状況報告済証 中「検査済証の交付を受けた日」とあるのは「第２５条第１項において準用する

が交付された日から起算して１４日を 前条第１項の報告が済んだ旨を証する書類が交付された日から起算して１４日を

を経過する日」と、第１６条第２項中「法第６条第１項又は第６条の２第１項の 経過する日」と、第２０条

規定による確認の申請」とあるのは「第２５条において準用する次条の規定によ

る報告」と、第２０条中「ときは、第１１条第１項の規定により設置した標識を 中「ときは、第１１条第１項の標識を

撤去し」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。 撤去し」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。

２ （略） ２ （略）

３ ワンルームマンション等の所有者等は、第１項の規則で定める変更をしたとき

は、当該変更をした日から起算して７日（市の休日を除く。）以内に、規則で定

める届出書により市長に届け出なければならない。

第４章 （略） 第４章 （略）

（既存のワンルームマンション等の連絡先表示板の設置及び維持管理） （既存のワンルームマンション等の連絡先表示板の設置及び維持管理）

第２６条 （略） 第２６条 （略）

２ 前項に規定するワンルームマンション等の所有者等は、連絡先表示板に記載さ ２ 前項に規定するワンルームマンション等の所有者等は、連絡先表示板に関する

れた事項に変更があったときは、その旨を、当該変更があった日から起算して７ 事項に変更があったときは、その旨を、当該変更があった日から起算して７

日（市の休日を除く。）以内に、規則で定める報告書により市長に報告しなけれ 日（市の休日を除く。）以内に、規則で定める報告書により市長に報告しなけれ

ばならない。 ばならない。

（届出書等の閲覧） （閲覧）

第２９条 市長は、第１１条第２項（第１９条第１項において準用する場合を含む。 第２９条 市長は、第１１条第２項（第１９条において準用する場合を含む。）、

）、第１３条第１項、第１５条第３項及び第１７条（これらの規定を第１９条第 第１３条第１項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）、

１項又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）、第１９条の２第２項、 第１５条第３項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）

第２３条第２項、第２３条の２第２項並びに第２６条第２項の報告書並びに第１ 並びに第１７条（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）

９条第２項、第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）及び第 の報告書、第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）の届出書

２５条第３項の届出書の提出があったときは、当該報告書及び届出書を一般の閲 並びに第２３条第２項及び第３項、第２６条第２項の報告書の提出があったとき

覧に供するものとする。 は、規則で定めるところにより、当該報告書及び届出書を一般の閲覧に供するも

のとする。

（報告及び立入調査） （報告及び立入調査）

第３０条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該ワンルーム住戸を 第３０条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該ワンルーム住戸を
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有する建築物の所有者等に必要な報告を求め、又は当該職員に、当該ワンルーム 有する建築物の所有者等に必要な報告を求め、又は当該職員に、当該ワンルーム

住戸を有する建築物の敷地に立ち入り、第５条の規定による措置、第６条の規定 住戸を有する建築物の敷地に立ち入り、第５条の規定による措置、第６条の規定

による駐輪施設の設置、第６条の２の規定による宅配ボックスの設置、第７条の による駐輪施設の設置 、第７条の

規定による管理人室の設置並びに第１９条の２第１項、第２３条第１項及び第２ 規定による管理人室の設置並びに 第２３条第１項及び第２

６条第１項の規定による連絡先表示板の設置の状況を調査させることができる。 ６条第１項の規定による連絡先表示板の設置の状況を調査させることができる。

２・３ （略） ２・３ （略）

（指導又は助言） （指導又は助言）

第３１条 市長は、第２７条に規定するもの に対し、連 第３１条 市長は、第２７条の規定による連絡先表示板を設置しない者に対し、連

絡先表示板を設置するよう指導又は助言を行うことができる。 絡先表示板を設置するよう指導又は助言を行うことができる。

２ （略） ２ （略）

（勧告） （勧告）

第３２条 （略） 第３２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 市長は、第６条の２の規定による宅配ボックスの設置をしない者に対し、期限

を定めて宅配ボックスを設置するよう勧告することができる。

４・５ （略） ３・４ （略）

６ 市長は、第９条第２項又は第２４条の規定による管理計画の引継ぎをしないも ５ 市長は、第９条第２項又は第２４条の規定による管理計画の引継ぎをしない者

のに対し、期限を定めて管理計画を引き継ぐよう勧告することができる。 に 対し、期限を定めて管理計画を引き継ぐよう勧告することができる。

７ 市長は、第１０条第１項（第１９条第１項又は第２５条第１項において準用す ６ 市長は、第１０条第１項（第１９条 又は第２５条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定による協議をしないものに対し、期限を定めて協議をす る場合を含む。）の規定による協議をしない者に 対し、期限を定めて協議をす

るよう勧告することができる。 るよう勧告することができる。

８ 市長は、第１１条第１項（第１９条第１項において準用する場合を含む。）の ７ 市長は、第１１条第１項（第１９条 において準用する場合を含む。）の

標識を設置しない者に対し、期限を定めて標識を設置するよう勧告することがで 標識を設置しない者に対し、期限を定めて標識を設置するよう勧告することがで

きる。 きる。

８ 市長は、第１１条第２項（第１９条において準用する場合を含む。）、第１３

条第１項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）、第１

５条第３項（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）若し

くは第１７条（第１９条又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）の

規定による報告、第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）の

規定による届出又は第２３条第２項若しくは第３項、第２６条第２項の規定によ
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る報告をしない者に対し、期限を定めて当該報告又は届出をするよう勧告するこ

とができる。

９ 市長は、第１１条第２項（第１９条第１項において準用する場合を含む。）、

第１３条第１項、第１５条第３項及び第１７条（これらの規定を第１９条第１項

又は第２５条第１項において準用する場合を含む。）、第１９条の２第２項、第

２３条第２項、第２３条の２第２項並びに第２６条第２項の規定による報告並び

に第１９条第２項、第２０条（第２５条第１項において準用する場合を含む。）

及び第２５条第３項の規定による届出をしないものに対し、期限を定めて当該報

告又は届出をするよう勧告することができる。

１０ 市長は、前項に規定する報告又は届出について、虚偽の報告又は届出をした ９ 市長は、前項に規定する報告又は届出について、虚偽の報告又は届出をした

ものに対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 者に 対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

１１ 市長は、第１２条第１項（第１９条第１項又は第２５条第１項において準用 １０ 市長は、第１２条第１項（第１９条 又は第２５条第１項において準用

する場合を含む。）又は第２１条第３項の規定による説明をしないものに対し、 する場合を含む。）又は第２１条第３項の 説明をしない者に 対し、

期限を定めて説明をするよう勧告することができる。 期限を定めて説明をするよう勧告することができる。

１２ 市長は、第１５条第２項（第１９条第１項又は第２５条第１項において準用 １１ 市長は、第１５条第２項（第１９条 又は第２５条第１項において準用

する場合を含む。）の規定による回答をしないものに対し、期限を定めて回答す する場合を含む。）の規定による回答をしない者に 対し、期限を定めて回答す

るよう勧告することができる。 るよう勧告することができる。

１３ 市長は、第２３条第１項又は第２６条第１項の規定による連絡先表示板の設 １２ 市長は、第２３条第１項又は第２６条第１項の 連絡先表示板を設

置をしないものに対し、期限を定めて連絡先表示板を設置するよう勧告すること 置しない者 に対し、期限を定めて連絡先表示板を設置するよう勧告すること

ができる。 ができる。

（措置命令） （措置命令）

第３３条 市長は、前条の規定による勧告を受けたものが正当な理由なくこれに従 第３３条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が 正当な理由なくこれに従

わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

（公表） （公表）

第３４条 市長は、前条の規定による命令を受けたものが正当な理由なくこれに従 第３４条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が 正当な理由なくこれに従

わないときは、その旨を公表することができる。 わないときは、その旨を公表することができる。

２ （略） ２ （略）

３ 市長は、前２項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表 ３ 市長は、前２項の規定により公表しよう とするときは、あらかじめ当該公表

に係るもの にその理由を通知し、そのものが意見を述べ、証拠を提示する機 しようとする者にその理由を通知し、その者が 意見を述べ、証拠を提示する機

会を与えなければならない。 会を与えなければならない。
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